
消費生活相談員 募集要項 

 

富山県消費者協会では、次のとおり消費生活相談員を募集します。 

 

＜募集職種＞ 消費生活相談員 

 

＜採用人数＞ １名 

 

＜職務内容＞ 

 (1) 消費生活に関する相談対応（助言、あっせん等） 

(2) 消費生活相談のデータ入力作業 

(3) 市町村相談窓口支援 

(4) 消費者教育 等 

 

＜勤務場所＞ 富山県消費生活センター 富山本所 

（富山市湊入船町６-７  富山県民共生センター１階） 

 

＜雇用期間＞ 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

（勤務成績が良好で、予算措置が継続される場合は、更新することがあります。） 

 

＜応募資格＞ 

 (1) 次の①～④のいずれかの資格を有する方で、パソコンの基本操作ができる方。 

  ① 消費生活相談員（消費者安全法第10条の３第１項に規定する国家資格） 

   ② 独立行政法人 国民生活センター が認定した「消費生活専門相談員」 

   ③ 一般財団法人 日本産業協会 が認定した「消費生活アドバイザー」 

   ④ 一般財団法人 日本消費者協会 が認定した「消費生活コンサルタント」 
 

 (2) 次のいずれかに該当する方は応募できません。 

  ① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

   ② 富山県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

④ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱を原因と

するもの以外） 

 

＜勤務条件＞（予定） 

 (1) 身 分  富山県消費者協会消費生活相談員 
 

 (2) 勤務時間等 

  ① 勤 務 日  月曜日から金曜日のうち週４日（祝日及び12月29日から翌年１月３日までを除く） 

  ② 勤務時間  午前８時30分から午後５時まで（１日7.5時間勤務） 

  ③ 休憩時間  正午から午後１時まで 

  ※ 業務の都合により、勤務時間・休憩時間の変更や勤務日を土日祝日に変更する場合があります。 



 (3) 報酬等 

① 報  酬  月額  １８５,０００  円～１９２,９７４  円（地域手当相当分を含む） 

  ② 諸 手 当  期末手当、勤勉手当、通勤手当（県規程に準ずる） 
 

 (4) 社会保険  厚生年金保険、健康保険、雇用保険  
 

 (5) 休 暇 

  ① 年次有給休暇  採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上勤務した場合に付与 

  ② 特別休暇等  忌引、夏期休暇 等 

 

＜申込方法＞ 

 次の書類を郵送又は持参により富山県消費者協会に提出してください。 

 (1) 履歴書（別紙様式、最近３か月以内に撮影された写真を貼付） 

    ※ 電話番号は、日中も含めて確実に連絡が取れる番号を記載してください。  

    ※「応募の動機」を必ず記載してください。（４００～６００字程度。別紙に記載して提出でも可） 
 
 (2) 「＜応募資格＞(1)」の資格を証する書類（写し） 

 

＜申込期限＞ 令和８年２月２５日 (水) 必着 

 ※ 持参される場合の受付時間は、原則、午前８時30分から正午、午後１時から午後４時30分までです。 

 ※ 提出書類は返却しませんので、予めご了承ください。 

 

＜選考方法等＞ 

(1) 選考方法  書類審査及び面接試験 
 

(2) 面接試験日程等 

① 日 時  ３月２日 (月) 午後（時間は別途ご連絡します。） 

② 場 所  富山県民共生センター １階 共用会議室 

 

＜選考結果＞ 

  選考結果については、３月６日 (金)までに書面を発送予定です。合格者には、併せて電話でも

連絡します。 

  なお、選考結果等に関する問い合わせには一切応じられませんので、予めご了承ください。 

 
 

※ 当該消費生活相談員の募集は、市町村の令和８年度予算の成立を前提に行っております。市町村の

予算の成立状況等によっては、勤務条件が変更される場合や採用が取り消される場合があります。 
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【問合せ・書類提出先】 

〒９３０－０８０５ 

 富山市湊入船町６－７ 富山県民共生センター内 

 富山県消費者協会（担当：田中） 

 ＴＥＬ ０７６－４３２－５６９０ 

 


